
号

外�十一
平

成
二
十
八
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
調
理
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

生
活
衛
生
課)

一
ペ
ー
ジ

公

示

○
調
理
師
法
に
よ
る
指
定
試
験
機
関
へ
の
試
験
事
務
の
委
任

(

生
活
衛
生
課)

一

○
平
成
二
十
八
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施

(

同

)

二

規

則

岐
阜
県
調
理
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号

岐
阜
県
調
理
師
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
調
理
師
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
四
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
七
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
削
り
、
第
十
一
条
を
第
八
条
と
す
る
。

別
記
第
五
号
様
式
か
ら
別
記
第
七
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
調
理
師
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号)

第
三
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
調
理
師
試
験
に
合
格
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
改
正
前
の
岐
阜
県
調
理
師
法
施
行
規
則

第
十
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

公

示

○
調
理
師
法
に
よ
る
指
定
試
験
機
関
へ
の
試
験
事
務
の
委
任

調
理
師
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号)

第
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
調
理
師

( ) 平成28年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日



試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務(

以
下｢

試
験
事
務｣

と
い
う
。)

を
指
定
試
験
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と

と
し
た
の
で
、
調
理
師
法
施
行
令(

昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
三
号)

第
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
試
験
機
関
の
名
称

公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

二

指
定
試
験
機
関
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
試
験
事
務
を
取
り
扱
う
事
務
所
の
所
在
地

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
町
二
丁
目
八
番
五
号
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル

三

行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
試
験
事
務
の
範
囲

試
験
事
務
の
全
部

四

試
験
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

○
平
成
二
十
八
年
度
調
理
師
試
験
の
実
施

調
理
師
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
四
十
七
号)

第
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
調
理
師
試
験

を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

な
お
、
試
験
の
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
調
理
師
法
第
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
試

験
機
関
で
あ
る
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
が
行
い
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

試
験
期
日

平
成
二
十
八
年
十
月
八
日(

土)

二

試
験
場
所

次
の
会
場
の
う
ち
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
が
指
定
す
る
場
所

第
一
会
場

岐
阜
市
金
町
五
丁
目
七
番
地
二

岐
阜
市
文
化
セ
ン
タ
ー

第
二
会
場

土
岐
市
土
岐
津
町
高
山
四
番
地

土
岐
市
産
業
文
化
振
興
セ
ン
タ
ー
・
セ
ラ
ト
ピ
ア

土
岐

第
三
会
場

高
山
市
天
満
町
五
丁
目
一
番
地
二
五

飛
騨
地
域
地
場
産
業
振
興
セ
ン
タ
ー

第
四
会
場

羽
島
郡
笠
松
町
中
川
町
二
三

笠
松
刑
務
所

三

試
験
科
目

公
衆
衛
生
学
、
食
品
学
、
栄
養
学
、
食
品
衛
生
学
、
調
理
理
論
、
食
文
化
概
論

四

受
験
資
格

学
校
教
育
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号)

第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
又
は
調
理
師
法

附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者

(

以
下

｢

学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
等｣

と
い
う
。)

で
多
数
人
に
対
し
て
飲
食
物
を
調
理
し

て
供
与
す
る
施
設
又
は
営
業
で
調
理
師
法
施
行
規
則(

昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
四
十
六
号)

第

四
条
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
お
い
て
二
年
以
上
調
理
の
業
務
に
従
事
し
た
も
の

五

受
験
手
続

試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
受
験
申
請
書
に
次
の
書
類
を
添
え
て
、
公
益
社
団
法
人
調
理
技

術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当(

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
堀
留
二
丁
目
八
番
五
号
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ

ル
五
階)

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
平
成
二
十
三
年
度
以
降
の
岐
阜
県
の
調
理
師
試
験
を
受
験
し
た
こ
と
が
あ
る
者
に
つ
い
て

は
、
受
験
票
の
添
付
に
よ
り
１
及
び
２
の
書
類
の
提
出
を
省
略
で
き
ま
す
。

郵
送
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
は
、
申
請
用
封
筒
に
申
請
書
類
一
式
を
封
入
の
う
え
、
公
益
社
団
法

人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当(

〒
一
〇
三
―
〇
〇
一
二

東
京
都
中
央
区
日
本
橋

堀
留
二
丁
目
八
番
五
号
Ｊ
Ａ
Ｃ
Ｃ
ビ
ル
五
階)

ま
で
簡
易
書
留
で
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

１

調
理
業
務
従
事
証
明
書

な
お
、
証
明
者
が
個
人
の
場
合
は
、
印
鑑
登
録
証
明
書(

発
行
後
六
月
以
内
の
原
本)

を
添
付

し
て
く
だ
さ
い
。

２

学
校
教
育
法
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
者
等
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類(

氏
名
に
変
更
が
あ
っ

た
者
は
、
氏
名
の
変
遷
が
分
か
る
出
願
前
六
月
以
内
に
作
成
し
た
本
人
の
戸
籍
抄
本(

必
要
が
あ

る
場
合
は
除
籍
抄
本
等)

原
本
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。)

３

受
験
票
・
写
真
台
帳

写
真
は
、
出
願
前
六
月
以
内
に
正
面
か
ら
撮
影
し
た
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
も
の
で
、
無
帽
、
上
半
身
の
も
の
と
し
、
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
て
か

ら
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。

４

受
験
票
送
付
用
封
筒
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六

受
験
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
八
年
五
月
十
六
日(

月)

か
ら
同
年
六
月
二
十
七
日(

月)

ま
で
。
な
お
、
郵
送
に
よ

る
場
合
は
、
同
年
五
月
十
六
日(

月)

か
ら
同
年
六
月
二
十
七
日(

月)

ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の

に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

七

受
験
申
請
書
の
配
布
期
間
及
び
配
布
場
所
等

１

配
布
期
間

平
成
二
十
八
年
五
月
十
六
日(

月)

か
ら
同
年
六
月
二
十
七
日(

月)

ま
で

２

配
布
場
所
等

県
の
各
保
健
所(

保
健
所
に
置
か
れ
る
事
務
所
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

、
岐
阜
市
保
健
所
、
岐

阜
県
健
康
福
祉
部
生
活
衛
生
課
及
び
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
配
布
し

ま
す
。

郵
送
に
よ
り
受
験
申
請
書
を
請
求
す
る
場
合
は
、
宛
先
を
明
記
し
て
一
四
〇
円
分
の
切
手
を
貼
っ

た
返
信
用
封
筒(

角
型
二
号)

を
同
封
の
う
え
、
封
筒
の
表
に｢

岐
阜
県
調
理
師
試
験
受
験
申
請

書
希
望｣

と
明
記
し
、
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。
郵
送

に
よ
る
請
求
は
、
平
成
二
十
八
年
五
月
十
六
日(

月)
か
ら
同
年
六
月
十
七
日(

金)

ま
で
の
期

間
に
到
着
し
た
も
の
に
限
り
受
け
付
け
ま
す
。

八

受
験
手
数
料

六
千
百
円(

払
込
取
扱
票
に
て
受
験
手
数
料
を
納
入
後
、
金
融
機
関
の
領
収
印
が
押
さ
れ
た
領
収

証
書
を｢

五
３
受
験
票
・
写
真
台
帳｣

の
裏
面
に
貼
付
し
て
く
だ
さ
い
。)

九

合
否
判
定

原
則
と
し
て
全
科
目
の
合
計
得
点
が
満
点
の
六
割
以
上
で
あ
る
も
の
を
合
格
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、

一
科
目
で
も
得
点
が
該
当
科
目
の
平
均
点
を
著
し
く
下
回
る
場
合
は
、
不
合
格
と
し
ま
す
。

十

合
格
発
表
の
日
時
等

平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日(

水)

午
前
十
時
に
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
す
る
ほ
か
、
岐
阜
県
庁
、
県
の
各
保
健
所
、
岐
阜
市
保
健
所
及
び
公
益
社
団

法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
に
掲
示
し
て
発
表
を
行
う
と
と
も
に
、
合
格
者
に
合
格
通
知
書
を
交

付
し
ま
す
。

十
一

そ
の
他

１

受
験
手
数
料
は
、
申
込
み
を
取
り
消
し
た
場
合
で
も
返
還
で
き
ま
せ
ん
。

２

試
験
に
つ
い
て
不
明
な
点
は
、
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー
調
理
師
試
験
担
当

(

電
話
〇
三
―
三
六
六
七
―
一
八
一
五)

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。
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平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


